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添付法令資料 1： 
 
モロッコにおける建築物エネルギー出力規制を定める建築一般規制を承認し、建築物

エネルギー効率国家委員会を設置する 2014 年 10 月 15 日付政令第 2-13-874 号 
（目次） 

 
 

第 1 編  建築物の熱規制（第 1 条～第 4 条） 
第 2 編  建築物のエネルギー効率に係る国家委員会（第 5 条～第 6 条） 
第 3 編  雑則（第 7 条） 
 
 
 
添付法令資料 2： 
 

韓国開城工業地区支援に関する法律（目次） 
2014 年 1 月 21 日法律第 12277 号により一部改正 2014 年 7 月 22 日施行 

 
 
第 1 章  総則（第 1 条ないし第 5 条） 
第 2 章  開発と投資の支援（第 6 条ないし第 12 条の 6） 
第 3 章  出入り・滞留者の保護（第 13 条ないし第 15 条の 3） 
第 4 章  租税・往来及び交易等に関する特例（第 16 条及び第 17 条） 
第 5 章  開城工業地区管理機関等（第 18 条ないし第 20 条） 
附則 
 
 
 
添付法令資料 3： 
 

中国税関監督・管理区管理暫定施行弁法（目次） 
税関総署令第 232 号により 2017 年 8 月 8 日公布 同年 11 月 1 日施行 

 
 
第 1 章  总则（第 1 条至第 5 条） 
第 2 章  海关监管区的管理（第 6 条至第 13 条） 
第 3 章  海关监管作业场所的管理（第 14 条至第 27 条） 
第 4 章  附则（第 28 条至第 30 条） 
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添付法令資料 4： 
 

商業銀行の法令遵守に係る取組みの実施に関する 2017 年 7 月 12 日付 
インドネシア共和国金融サービス庁規則 No.46/POJK.03/2017（目次） 

同日施行 
 
 

第 1 章  総則（第 1 条及び第 2 条） 
第 2 章  銀行の法令遵守に係る取組み（第 3 条ないし第 6 条） 
第 3 章  法令遵守に係る取組みを担当する理事 
 第 1 節  独立性及び基準（第 7 条及び第 8 条） 
 第 2 節  法令遵守に係る取組みを担当する理事の任命、解任及び／又は辞任（第

9 条） 
 第 3 節  法令遵守に係る取組みを担当する理事の職務及び責任（第 10 条及び第

11 条） 
第 4 章  コンプライアンス部門 
 第 1 節  独立性及び基準（第 12 条ないし第 14 条） 
 第 2 節  コンプライアンス部門の職務及び責任（第 15 条） 
第 5 章  報告（第 16 条及び第 17 条） 
第 6 章  報告の提出先（第 18 条） 
第 7 章  制裁（第 19 条及び第 20 条） 
第 8 章  終則（第 21 条及び第 22 条） 
 
 
 
添付法令資料 5： 
 

ベトナム外国貿易管理法（目次） 
17.06.12 可決 法律第 05/2017/QH14 号／18.01.01 施行 

 
 

第 1 章  総則（第 1 条ないし第 7 条） 
第 2 章  行政弁法 
 第 1 目  輸出禁止、輸入禁止、輸出暫定停止及び輸入暫定停止 
  第 1 小目  輸出禁止及び輸入禁止（第 8 条ないし第 10 条） 
  第 2 小目  輸出暫定停止及び輸入暫定停止（第 11 条ないし第 14 条） 
 第 2 目  輸出制限及び輸入制限 
  第 1 小目  通則（第 15 条及び第 16 条） 
  第 2 小目  輸出制限及び輸入制限（第 17 条ないし第 19 条） 
  第 3 小目  関税限度額（第 20 条ないし第 22 条） 



 

3 
 

  第 4 小目  輸出及び輸入港の指定（第 23 条ないし第 25 条） 
  第 5 小目  輸出及び輸入貿易商の指定（第 26 条ないし第 28 条） 
 第 3 目  許可証並びに輸出及び輸入条件に基づく管理（第 29 条ないし第 31 条） 
 第 4 目  商品産地証明（第 32 条ないし第 35 条） 
 第 5 目  自由流通証明（第 36 条ないし第 38 条） 
 第 6 目  その他の外国貿易活動の管理弁法 
  第 1 小目  暫定輸入、再輸出、暫定輸出、再輸入及び中継（第 39 条ないし第

43 条） 
  第 2 小目  商品のトランジット（第 44 条ないし第 47 条） 
  第 3 小目  国外貿易商に対する商品取引の代理（第 48 条及び第 49 条） 
  第 4 小目  輸出及び輸入の委託及び委託者（第 50 条） 
  第 5 小目  国外貿易商に対する商品加工及び国外における商品加工発注（第

51 条及び第 52 条） 
 第 7 目  一般的な国境を有する国に対する外国貿易活動（第 53 条ないし第 55

条） 
 第 8 目  特別税関地区に対する商品管理（第 56 条ないし第 59 条） 
第 3 章  技術及び検疫に係る弁法 
 第 1 目  技術及び検疫に係る弁法の適用（第 60 条ないし第 64 条） 
 第 2 目  輸出及び輸入商品に対する検査弁法の適用（第 65 条及び第 66 条） 
第 4 章  貿易に関する対抗弁法 
 第 1 目  通則（第 67 条ないし第 76 条） 
 第 2 目  ベトナムへの輸入商品に対するアンチダンピング（第 77 条ないし第 82

条） 
 第 3 目  ベトナムへの輸入商品に対する反補助金（第 83 条ないし第 90 条） 
 第 4 目  ベトナムへの国外商品輸入における自己防衛（第 91 条ないし第 99 条） 
第 5 章  外国貿易活動における緊急検査弁法（第 100 条ないし第 102 条） 
第 6 章  外国貿易活動の発展弁法（第 103 条ないし第 107 条） 
第 7 章  外国貿易管理弁法の適用に関する紛争解決（第 108 条ないし第 111 条） 
第 8 章  施行条項（第 112 条及び第 113 条） 
 
 


